
研究費等不正使用事案の告発等に係る調査等の体制

研究費等不正使用事案発生

研究推進部

最高管理責任者
（学長）

調査
（公益通報調査委員会）

外部委員

配分機関
（文部科学省等）

財務部

調査
（部局調査委員会）

外部委員

・懲戒処分、一時使用停止
・是正措置、再発防止措置

調査報告
（中間・結果）

・発生報告
・調査要否判断報告 不正（発生・調査内

容等）の報告

【調査内容】
不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額

懲戒処分の認定
（審査委員会）

役員会
教育研究評議会 懲戒処分認定の報告

懲戒処分認定の報告

・発生、調査要否報告
※受付から30日以内

・調査方法等協議
・調査報告（中間・結果）
※受付から210日以内

公表

【公表内容】
・不正に関与した者の氏名・所属
・不正の内容、措置の内容
・調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等

公益通報は電子メール又は封書（親展と記載）で行うもの
とし、原則として実名で行う。

【宛先】
(1) 専用メール koueki@adm.kanazawa-u.ac.jｐ
(2) 封書
① 国立大学法人金沢大学 総合相談室
② 顧問弁護士
※封書の宛先の詳細は「国立大学法人金沢大学におけ
る研究費等の適正な管理に関する基本方針」参照

専用メール
又は封書

必要に応じて部局
に調査を依頼

コンプライアンス個別事項等責任者

懲戒処分審査の付託

※「コンプライアンス総括責任者」及び「コン
プライアンス個別事項等責任者」は、「金沢
大学コンプライアンス基本規則」によるもの
である。

公益通報事案に関する調査 その他の事案に関する調査

公益通報以外の相談
職員等からの
公益通報・相談

公益通報窓口

コンプライアンス総括責任者

窓 口 ・ 受 付

公益通報者の保護

総合相談室 法人監査室 部局

内部監査・会計検査
院等からの指摘

部局における懲戒処分
該当思料事案
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